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令和２年１２月２８日

一般社団法人秋田県産業廃棄物協会

会長 山岡 緑三郎 様

秋田県生活環境部長

（ 公 印 省 略 ）

１２月２５日以降の新型コロナウイルス感染症対策の周知について（依頼）

本県の廃棄物行政の推進については、日頃から御協力賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症対策の実施については、これまでもお願いしてきた

ところですが、首都圏、関西圏、中京圏において新規感染者数の増加が継続・高止まり

していることを踏まえ、別添のとおり、改めてお願いすることとしました。

廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであること

から、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び廃棄物事業の安定的な継続のため、今後

も基本的な感染対策を実施するよう、貴会員に対し十分に周知してくださるようお願い

します。

＜添付資料＞

・新型コロナウイルス感染症対策について

（令和２年１２月２５日秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部）

【担当】
秋田県生活環境部
環境整備課 廃棄物対策班 田村

電 話：018-860-1624
F A X ：018-860-3835
E-mail：recycle@pref.akita.lg.jp












